[bookmark: _GoBack]令和8年度輸出用茶残留農薬検査申込書
令和8年　6月　　日
日本茶輸出促進協議会御中
ﾒｰﾙ：nouyaku@nihon-cha.or.jp　

	社名または代表者名
	

	担当者名
	

	住　所
	〒


	TEL
	
	FAX
	

	E-MAIL
	


検体茶について(原料茶のトレーサビリティは可能であること)
	茶　種　名※１
	

	原料内容
	産　地※２
	

	
	茶　期※３
	

	
	洗　浄※4
	不明　　　無　　　有・(圃場　工場)

	主な予定輸出先
	


※１:「茶種名」は、煎茶、深蒸し煎茶、抹茶、碾茶、紅茶などの名称で記入
(日本茶業中央会の緑茶の表示基準名称を参照のこと)
※２:「産地」は、割合の多い（県名）順で記入
例:静岡県（70％）、鹿児島県（20％）、高知県（10％）
※３:「茶期」は、割合の多い順に記入
例:一番茶（80％）、二番茶（20％）
※4:「洗浄」は、荒茶製造時の原料生葉とし、有の場合、圃場、工場の区分へ記入
	連絡事項
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